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午前１０時３０分開会 

○西岡委員長 おはようございます。ただいまから文教福祉委員会を開催します。以降、

着座にて進行させていただきます。 

 欠席届が出ております。指導課長が午後１時から出張公務のため、また、生活衛生課長

が私事都合によりそれぞれ欠席です。 

 日程に先立ちまして人事異動のご報告です。７月１日付で教育政策担当課長の異動があ

りました。お手元に名簿をお配りしておりますのでご確認ください。 

 それでは、自己紹介をお願いいたします。 

○窪田教育政策担当課長 ７月１日付で東京都から教育政策担当課長に着任いたしました

窪田と申します。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

○西岡委員長 よろしくお願いします。ありがとうございました。これからよろしくお願

いいたします。 

 一旦委員会を休憩いたします。 

午前１０時３０分休憩 

午前１０時３１分再開 

○西岡委員長 委員会を再開いたします。 

 本日の日程及び資料を昨日皆様にお送りしました。報告事項は、子ども部が２件、保健

福祉部が３件です。この日程に沿って進めてまいりたいと思いますが、よろしいでしょう

か。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○西岡委員長 はい。それでは、日程１、報告事項に入ります。 

 子ども部（１）（仮称）まなびの森保育園神保町の内覧会の開催について、理事者から

の説明を求めます。 

○小阿瀬子育て推進課長 （仮称）まなびの森保育園神保町の内覧会の実施についてご説

明をさせていただきます。教育委員会資料１をご覧ください。 

 開催時期の延長を重ねてまいりました（仮称）まなびの森保育園神保町につきましては、

令和５年８月１日に開園を迎えることができるようになり、このたび関係者の皆さんに内

覧会の開催をする運びとなりましたので、本日ご報告を申し上げるものでございます。 

 これまで保育園の開園時にこのような内覧会を設けることはしておりませんでしたが、

数次にわたり開園時期を延ばしてきた経緯がございまして、都度、関係者の皆さんにはご

理解、ご協力を賜っておりますことから、今回、内覧会という形で中を見ていただこうと

いう運びになったものでございます。 

 日時は７月２０日木曜日で全５回、１回１時間半程度を予定しております。当日は運営

事業者による保育方針や園内の見学・説明、質疑応答などを行う予定でございます。場所

につきましては旧高齢者センター跡地になりますけれども、チラシに地図をつけておりま

すので、こちらをご参照いただければと思います。何とぞご来園のほどよろしくお願い申

し上げます。 

 ご説明は以上でございます。 

○西岡委員長 説明が終わりました。一旦委員会を休憩いたします。 

午前１０時３３分休憩 
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午前１０時３５分再開 

○西岡委員長 それでは、委員会を再開いたします。 

 委員からの質疑を受けます。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○西岡委員長 はい。よろしいですね。 

 それでは、（１）まなびの森保育園神保町の内覧会の開催について質疑を終了いたしま

す。 

 次に、（２）重症心身障害児等支援事業の定員拡大について、理事者からの説明を求め

ます。 

○吉田児童・家庭支援センター所長 それでは、教育委員会資料２に基づきましてご説明

させていただきます。 

 重症心身障害児等支援事業でございますが、資料の１でございます。こちらは重度・重

症心身障害児及び医療的ケアを必要とする障害児をはじめとしまして、特別支援学校や特

別支援学級に通う児童――これら、以下、重症心身障害児等と言います――を対象としま

して、児童福祉法に基づく児童発達支援――こちら就学前のサービスでございます――及

び放課後等デイサービス――こちらは就学後のサービスでございます――を実施いたしま

す民間事業所の開設及び運営に要する経費の一部を補助することにより、重症心身障害児

等が身近な地域で療育や専門指導を受けられるよう体制の確保を図る。これを目的とした

事業でございます。 

 平河町にございますぴかいちさんということで、２番の事業概要をご覧いただきたいと

思いますが、平河町ふじビルディング２階というところでこの事業所を運営しております。

運営団体は一般社団法人Ｄ＆Ａ Ｎｅｔｗｏｒｋｓさんでございます。こちらの事業所は

令和元年の８月１日に開設されたものでございまして、１日２０名の利用定員、このうち、

先ほど申し上げました重症心身障害児等の受入枠が３名以上ということで、区民を優先し

て受け入れることとして運営しております。今般、こちらの丁寧なサービスの効果もあり、

また周知が進んだこともありまして、利用人数が増えておりましてキャンセル待ちも出て

いるような状況でございます。こういった状況を踏まえまして、利用定員の拡大を図るも

のでございます。今年度の当初予算に拡充のための予算を計上させていただいております。 

 ３番の利用定員の拡大について、ここにございますとおり、今、２０名のところを１日

当たりの定員を１０名増やしまして３０名といたします。こちら令和５年８月１日からこ

の定員を増やした形で運営を引き続き行っていくこととしております。 

 このビルの今２階で運営していますが、ここの３階部分を今工事しておりまして、ここ

を改装いたしまして事業所としてお子さんの受入れを開始することとしております。なお、

先ほど申し上げました利用定員のうち、２０名のうち重症心身障害児等の枠は３名以上と

いうことで、割合に直しますと１５％ということとしておりますが、こちらにつきまして

は、同じ割合を維持するような形で今後も運営をしていくという方針でございます。 

 ご説明は以上でございます。 

○西岡委員長 はい。説明が終わりました。この件について質疑をお願いします。 

○えごし委員 現状、今の重心の障害児の方は何名おられるかって分かりますか、ぴかい

ちの中に。 
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○吉田児童・家庭支援センター所長 ちょっと毎日固定されたものではないんですけれど

も、おおむね重度心身障害児等の方が利用をされている割合は大体３割から４割の間、３

割５分ぐらいの割合で１日のうちやっておりますので、ですから２０名に直しますと６名

から７名ぐらいというふうに伺っております。 

○えごし委員 はい。ありがとうございます。 

 今回１０名増やして３０名とするということなんですけれども、ぴかいちさんのこの事

業所で働かれている人員の方も今回増えるのかどうかというのは分かりますでしょうか。 

○吉田児童・家庭支援センター所長 人員もこの定員増に合わせて増やすというふうに聞

いております。おおむね４名程度をこの拡充に合わせて増やすというふうに聞いておりま

す。 

○えごし委員 はい。 

○西岡委員長 はまもり委員。 

○はまもり委員 基本的なところで教えてください。定員が今３０名というふうにありま

す。児童発達支援のほうが、ホームページを見ると１０時から１３時半まで、で、放課後

等デイサービスのほうが午後、対象が小学生からというふうに分かれているんですけれど

も、定員の考え方というのは、１日その両方合わせて３０名という考え方で合っています

か。 

○吉田児童・家庭支援センター所長 そうですね、ちょっと多分ご利用の形態によって午

前のみ午後のみとかあるんですけれども、基本的には通しで１日１名という計算でやって

います。なので、それをちょっと利用の状況に応じてこま組みというんでしょうか、をし

ながら運営しているというふうに聞いております。 

○はまもり委員 ありがとうございます。 

 多分私が実態を分かっていないところもあるんだと思うんですけど、何か通常だと同時

利用のところでの負担というか、その定員の見方というのがあるのかなと思ったんですけ

れども、そこは何かの制限か何かがあって１日の中での定員が決まっているということで

理解は合っていますか。 

○吉田児童・家庭支援センター所長 利用定員につきましては東京都への届出上決められ

ておりまして、あとは定員を超えて受入れができないわけでもないので、その中で利用実

態というんですか、それに合わせて現場では運営しているというふうに聞いております。

○はまもり委員 状況が分かりました。ありがとうございます。 

 あと、これまでの利用実績でいうと、放課後のデイサービスのほうがかなり多いのかな

というところが見受けられるんですけれども、そこは今も変わっていなくて、ニーズとし

てもそちらのほうが多い状況なのでしょうか。 

○吉田児童・家庭支援センター所長 おっしゃるとおり、放課後等デイサービスのほうが

利用人数は多い状況です。 

○はまもり委員 分かりました。ありがとうございます。 

○西岡委員長 えごし委員。 

○えごし委員 すみません。ちょっと関連してなんですが、私がちょっとお伺いしたとこ

ろ、ぴかいちさんとは違う放課後デイサービスなんですけれども、そこは１０名定員で、

先ほどの話と同じように、児童発達支援の方と放課後デイサービスの方合わせて１０名と
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いう形だったんですね。そこはもう放課後等デイサービスよりも児童発達なので就学前か

な、の方のほうが多くて、放課後等デイサービス、小学校以上の方はなかなか通園できて

いない状況という話もされていまして、だから区内で見ると、放課後等デイサービスが４

か所あるという形なんですけど、実態的に見ると、放課後等デイサービスとして使える場

所はもしかしたらもうちょっと少なくなっているかもしれないという現状もあって、私も

先日一般質問で放課後等デイサービス拡充していただきたいという話をしましたけれども、

今、放課後等デイサービスもまだまだやっぱり少ない現状があると思うので、そこは何と

か本当に拡充できるようにしてもらいたいなという部分と、あと、ちょっとその質問のと

ころで、今のこの事業目的のところで、運営に関する経費の一部補助と書いてあって、家

賃の補助もしているというのは先日一般質問でお聞きしたんですけど、この家賃の補助、

何割ぐらい補助されているかって分かりますか。 

○吉田児童・家庭支援センター所長 まず、家賃の補助のほうですけれども、実例に合わ

せた形で、基準額、上限額を設定しまして、それの１０分の９を補助しております。 

 あと、放課後等デイサービスの状況につきましてですが、今、事業所として登録されて

いるのは区内４か所でございます。それぞれ児童発達支援も両方やっているところもござ

います。委員おっしゃるとおり、児童発達支援のほうのニーズが多くて、要は民民の契約

ですので、そちらの利用が先に入っていれば、放課後等デイサービスの利用を希望しても

なかなか空きが出ないという状況もあるというふうに聞いております。 

 一般質問のところでも答弁させていただきましたが、今年度、こちらのぴかいちの定員

の拡大と、あと、９月からこれとは別の事業者さんで、新たに放課後等デイサービスを区

内で開設される事業所がございます。こういったところの状況も踏まえながら、今後の対

策というんでしょうか、ニーズの状況を見ながら放課後等デイサービスを今後、そうです

ね、区内としてどう確保していくかというのは検討していきたいなと考えております。 

○えごし委員 ありがとうございます。 

 また、拡充していく上で、さっき人員の話も、人員というのは事業所の人員の話もあっ

たんですけれども、やっぱりなかなか人員を確保するのも大変だという話もあって、保育

士とかもそうですし、また、児童発達支援管理責任者の確保とか、あと児童指導員とか、

確保するのに、今、募集をずっとしている事業所も多分あると思うんですけれども。例え

ば、千代田区で保育士の方とか、そういうのもしっかりと定着して雇っていけるように、

区内の認可とか認証、私立だと、今、例えば奨学金の返済支援制度とかされていますよね、

保育士の方に対して。例えば、何かそういう放課後等デイサービスとかで働く方に対して

も、何かそういう支援をちょっと拡充できないかなというのは、ちょっと前から思ってい

まして、例えば、千代田区で働くそういう保育士の方を増やす、放課後等デイサービスと

かでも雇用しやすくできるように、何かそういう考えとかというのはいかがでしょうか。 

○吉田児童・家庭支援センター所長 人材の確保はおっしゃいますとおり非常に課題でご

ざいます。ただ、一つ難しいのが、こちらの放課後等デイサービスがいわゆる児童福祉法

に基づく事業でございまして、ぴかいちは別としまして、そのほかの事業所につきまして

は、千代田区にあっても区民以外、他区の方もご利用できる、要は広域的なサービスとい

うことになりますので、そういったところで区がどこまでそこに手を入れていくかという

のはやはり検討が必要かと思います。そういったことも含めまして、人材の確保につきま
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しては、やはり非常に課題だというふうな話は事業者の方からも聞いておりますので、そ

ういったところは、すみません、今後の検討かと考えております。 

○えごし委員 ありがとうございます。分かりました。 

 あと最後一つだけ、この事業所の施設長とか、何かそういう方が、例えば集まって、今

どういう教育を、サービスをしているとか、何かそういう話し合うような連絡会とか協議

会みたいなのって今までしたことがあるんでしょうか。というのは、聞きに行ったところ

の施設長から、今は４か所なんですけれども、何かお互いのそういう状況とかを知る機会

があれば、例えば１０名だったら大体個別対応でサービスされているんですけど、その通

われている方がちょっと集団のそういうサービスも受けてみたいというニーズが出たとき

に、あ、じゃあそこの例えばぴかいちさんのところへ行けますよ、こういうサービスして

いるので行けますよとか、紹介したりとか、逆にぴかいちさんのところで、ちょっと人数

が多いところで通うのがちょっと難しいというニーズが出たときに、ではちょっとそうい

う小規模のところ、人数の定員もあるので通えるかどうかというのは抜きにして、そうい

うところがありますよと紹介できたりとか、何かそういうお互い施設長が話し合う機会が

あれば、そういう提案もできたりとかするのでいいですねという話を、ちょっと私がお伺

いしたところの施設長の方が話されていたので、何かそういう会があるかどうかというの

も今現状いかがでしょうか。 

○吉田児童・家庭支援センター所長 ちょっと私どもが直接聞くところでは、そういった

ところは、すみません、聞いたことがないんですけれども、ちょっとせっかくですので、

ぴかいちさんですとかちょっと聞きまして、そういった集まりがあるのかどうかとか、あ

と移行ですね、そういったことをしてはどうかというお話もあるけどどう思いますかとい

うのは、ちょっと私のほうでも聞いてみて、いずれにしても区民の方の利用のサービスの

向上につながる取組であれば、ぜひやっていきたいなとは思っております。 

○えごし委員 ありがとうございます。 

○西岡委員長 牛尾委員。 

○牛尾委員 今回、定員が１０名増えるということですけれども、区の見通しとして、こ

の１０名拡大によってなかなか入れない方々、利用できない方々がいらっしゃると思うん

ですけれども、どれぐらい解消されるというふうに感じていらっしゃいますか。 

○吉田児童・家庭支援センター所長 ぴかいちさんに関しましては、今、新規の利用を希

望しても要はまだ空きがなくて利用できていない、純粋に待機の方が数名、１０人には至

らないんですけれどもいらっしゃるというふうに聞いています。ですので、そういった

方々は新たに利用できるようになるということで待機が解消されます。 

 あと、今現在利用されている方でも、日数を本当はもう少し多めに利用したいんだけれ

ども空きがなくてということで、少し我慢というんでしょうか、抑えていただいている方

もいらっしゃると聞いています。要はそこはキャンセル待ちのような方で、もし空きが出

ればこの日は通いたいとか、そういったニーズを頂いております。そういった方がなかな

かちょっと表現が難しいんですが、１日何人か、何枠かといいましょうか、キャンセル待

ちの状況があるというふうに聞いていますので、そういったところも解消されるというふ

うに事業者さんのほうと話す中では確認しております。ただ、実際１０名拡大した後のま

たさらにニーズが増えることも予想されますので、そこはしっかり状況を見ていきたいな



令和 5年 7月 7日 文教福祉委員会（未定稿） 

 ６ 

と思っております。 

○牛尾委員 あと、また９月に新しくできるとおっしゃっていましたけれども、場所はど

の辺で新しく出来上がるのか、分かりますか。 

○吉田児童・家庭支援センター所長 ９月予定のほうは神田佐久間町でございます。 

○牛尾委員 あと、それも含めて４か所ということなんですかね。ぴかいちさんが平河町

にあって、残りの３か所、ごめんなさい、佐久間町以外にあと２か所はどの辺に設置され

ていますか。 

○吉田児童・家庭支援センター所長 現在４か所ありまして、ぴかいちさんが一つと、あ

とお茶の水のほうに一つと、半蔵門の辺りに一つございます。あともう一つが、ちょっと

すみません、そこも、ちょっとごめんなさい、場所が。ただ、すみません、麹町の地域だ

ったと思っております。 

○牛尾委員 はい、分かりました。 

 要するに、神田の小学校に通われていてぴかいちさんを利用されているという方がいら

っしゃるんですけれど、なかなかやっぱり保護者の方がお迎えするのにかなり距離がある

んで、やっぱり区内全域にというかな、均等にあるとこういう施設はいいのかなというふ

うに思うんですけれども。そこは新しい事業者さんが、なかなかビルが空いているかどう

かというのがあるんですけれども、そこを区もしっかり見ていただいて、こういった場所

こういった場所に必要というふうな見通しを持ってやっていただけると不便じゃないのか

なと思うんですけれども、そこはしっかり検討いただきたいんですけれども、いかがです

か。 

○吉田児童・家庭支援センター所長 通いやすさということで地理的な面も重要であると

いうふうに思っております。今回のぴかいちさんにつきましては、バスの運行をしてもら

っていまして、そこは定員の増に合わせてちゃんと対応できるようにということで、増便

というんでしょうか、そういったものもご検討していただいております。あと、併せまし

て申し上げますと、神田地域とかですと、逆に他区の事業所さんのほうが実は近かったり

して、交通の便がよかったりしてご利用いただくケースもあります。その辺、我々どもの

はばたきプランのご相談などで頂ければ、事業所の情報ですとかご紹介して、なるべく利

用しやすいところに通うとか、そういったニーズにもお応えしている状況でございます。 

○西岡委員長 ちょっと私思うんですけど、ごめんなさい。４か所しかない中で、ちょっ

と区のやる気が感じられないなと思ったのが、何で児家セン所長が４か所くらい言えない

の、場所、把握していないんですか。その中でじゃあ何、車を手配するってどう手配して

いくんですか、場所が分からないのに。潜在的に今待機している、キャンセル待ちのお子

さんがどのくらいで、今、これすごく全国的に問題になっている中で、しっかりここニー

ズを把握しないと、区民の方すごい困りますよ。私もいろいろお声聞くけど、ちょっと児

家セン所長、どうお考えなんですか、これを。今後は拡大していくんでしょう。事業拡大

の方向でよろしいんですよね。 

○吉田児童・家庭支援センター所長 そうです。 

 場所は、すみません、失礼いたしました。お茶の水と半蔵門とあと１か所、一番町の近

くですね。いずれにしても麹町地域に３か所と、あとこのぴかいちさんと、あと新たに今

度神田佐久間町に１か所ということで５か所目ということになります。 
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 ニーズにつきましては、我々ども、こういった児童福祉法の通所給付ということで、全

て申請のご相談を頂いてそのニーズを把握しております。その上で、実際どこの事業所を

利用されるかというところは、またそれぞれ皆様の状況次第、通っている学校ですとかお

仕事の状況ですとかありますので、そこはなるべく丁寧に状況を伺ってニーズの把握に努

めていきたいと思っております。今回、すみません、事業拡大、１０名定員拡大いたしま

すが、そこはさらにニーズの状況を踏まえて、同じビルの３階部分ということで、２階は

２０名受け入れていまして３階は１０名受け入れると。それはまだ若干の余裕があるんで

はないかということで、そこは今後の可能性については事業者さんともこの先の話を少し

ずつしているところです。いずれにしても、すみません、ニーズの状況を把握した上で、

ちゃんと対応できるようにということで必要な対応を行っていきたいというふうに考えて

います。そこは変わりません。今年度、障害児福祉計画の改定も作業を行っておりますの

で、その中でしっかり対応して確保していきたいと、対応していきたいと考えております。 

○西岡委員長 はい。ありがとうございます。定員拡大していただくのはすごいご尽力い

ただいたと思いますので、引き続きニーズに応えていただけたらと思います。お願いしま

す。 

 ほかにございますか。 

○白川委員 これはデータがないと思うので感覚的なところで構わないんですが、すみま

せん、ちょっと。 

 ケアが必要な児童が増えているというふうに捉えましたが、これは本当に増えているの

でしょうか。それで増えているとして、それは人口増に伴うものか、あるいは割合が増え

ているのかというのは、もし分かればありがたいです。割合が増えている場合に、それは

自然的に増えているのか、あるいは千代田区のケアが充実しているからよそから集まって

いるのかという辺り、もし１個でもいいので、分かれば教えてください。 

○吉田児童・家庭支援センター所長 いわゆる人数ということで、先ほど申し上げました

放課後等デイサービスであれば通所給付のご申請ということで頂いている。その人数は

年々増えておりまして、令和４年は１０５人ということでございました。前年度から１０

名程度増えております。それはやはり区内の人口の増加に伴いまして子育て家庭が増えて

おりまして、その結果ということで増えていると考えております。ちょっと割合について

は、すみません、計算していないので手元にございません。あと、この放課後等デイサー

ビスは１８歳まで利用できるサービスですので年々増えていく計算になります。なかなか

要は何というんですかね、障害者のほう、大人のほうのサービスに移行する方が出る数よ

りも、お子さんの増加ということで、そっちのほうが人数が多いので増えてきているとい

う状況であるというふうに見ております。 

○西岡委員長 池田委員。 

○池田委員 ここのぴかいちさん、従来の場所で手狭になったんで、今こちらに移って、

また今度拡大をするということで非常に進めていただきたいところなんですが、３階の階

層部分については２階と同じ面積フロアなんでしょうか。 

○吉田児童・家庭支援センター所長 全く同じではないと思うんですが、おおむね同じ広

さというふうに聞いております。 

○池田委員 そうすると、今後、今回は１０名を増やしましたけれども、下と同じように
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もう１０名で２０名・２０名になる可能性は考えられるんでしょうかね、増やす。 

○吉田児童・家庭支援センター所長 面積的には多分もう１０名ぐらいいけるんじゃない

かと思っておりますが、そのほかの要素としまして、送迎等の関係ですとか、職員確保で

すとか、そういったところもありますので、そこは事業者さんとよく確認しながらと考え

ております。 

○池田委員 今までは２階部分だったんですけれども、エレベーター１個だけですけれど

も、２階と３階部分が直接上下で移動ができるのか、３階は３階でまたエレベーターを使

わないと、利用ができない、別々な感じなんですかね。それで利用者さんは行ったり来た

りするようなことがあるのか。もし把握していればご説明いただきたいんですけど。 

○吉田児童・家庭支援センター所長 基本的に、エレベーターが１基ありますので、それ

を使って２階または３階に行ってご利用いただくという形になります。基本的には３階な

ら３階でということで、あまり移動を繰り返すとやはりご負担も大きいと思うので、そう

いった運用はあまりしないというふうに聞いております。ただ、２階に水回りの設備です

とか、そういったものがありまして、例えばそれを使うといったときには２階に降りてい

ただいて使ってもらってとか、そういったところで、２階と３階は両方設備を同じにする

と、ちょっとそこは少し余ってしまうというふうな状況も考えられますので、そこは効率

的に使いながら、ただ、なるべく負担の少ないようにということで運用するというふうに

聞いております。 

○西岡委員長 ほかにございませんか。よろしいですね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○西岡委員長 はい。それでは、（２）重症心身障害児等支援事業の定員拡大について質

疑を終了いたします。 

 以上で子ども部の報告を終わります。 

 保健福祉部の報告に入る前に、前回の議案審査のうち、議案第２３号、令和５年度千代

田区一般会計補正予算第１号について、執行機関から補足説明があります。 

○細越保健福祉部長 さきの常任委員会での補正予算審議における答弁の中で、一部不正

確な部分がございました。改めて補足、訂正させていただきます。 

 牛尾委員の低所得世帯への給付金に対する国からの交付金に関する質問でございます。

低所得世帯支援枠、いわゆる非課税世帯の交付金の上限を１億１,０００万円と答弁いた

しましたが、この額は千代田区の過去の給付金の交付実績から国が見込額として算定した

概算額でございます。したがいまして、上限ではございません。この非課税世帯の３万円

の給付金は全ての対象世帯にお配りするものでございますので、仮にこの１億１,０００

万円を上回ったとしても、それは実績に応じて国から交付されることになります。なお、

推奨事業メニューの交付金は前回ご答弁したとおり、約１億５,０００万円で変わりござ

いません。 

 訂正内容は以上でございます。大変申し訳ございませんでした。 

○西岡委員長 説明が終わりました。この件についてはよろしいですね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○西岡委員長 はい。それでは、保健福祉部の報告に入ります。（１）令和５年度敬老会

の実施について、理事者からの説明を求めます。 
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○佐藤福祉総務課長 それでは、令和５年度敬老会の実施についてご説明申し上げます。 

 令和５年度の敬老会につきましては、国立劇場が改築工事に伴い予約できないため、会

場が変更となります。それに伴い実施方法を変更する必要がございます。その内容も含め

現在決定し、準備を進めている事項についてご説明申し上げます。保健福祉部資料１をご

覧ください。 

 まず項番の１、日時についてでございます。日程は９月２５日月曜日及び２６日火曜日

の２日間、２５日の午後から計３回の実施を予定しております。午前の会は１１時開始、

午後の会は１５時開始で、地区の割振りは資料のとおりでございます。 

 項番の２、会場についてでございます。今回の会場は有楽町マリオン１１階にあるヒュ

ーリックホール東京でございます。客席数は８８６席でございます。 

 続きまして、項番の３、対象についてでございます。対象は例年と変更がなく、令和６

年３月３１日時点で７５歳以上の方となります。 

 続きまして、項番の４、公演スケジュールでございます。午前・午後の実施時間帯は資

料のとおりで、各回とも１時間程度を予定しております。 

 続きまして、項番の５、演芸内容でございますが、今回は石川さゆりさんによる歌謡シ

ョーを予定しております。 

 裏面をご覧ください。項番の６、座席についてでございます。こちらが変更の入ってく

る内容でございます。ヒューリックホール東京は映画館を改修したホールでございまして、

国立劇場より狭く座席数が少ないこと、後方に一部段差があることから、安全確保のため

座席は指定させていただくことといたしました。ご案内の封書を対象者の方にお送りいた

しまして、同封のはがき、インターネット、電話で座席のお申し込みを受け付けたいと考

えております。申込みや問合せ、当日の会場誘導等は委託事業者が行います。なお、資料

作成の段階では往復はがきを想定をしておりましたが、現在ははがきの方向で検討してお

りますので、資料のほうはご了承ください。 

 続きまして、項番の７、送迎でございます。交通の便がよい有楽町・銀座エリアですの

で、原則公共交通機関のご利用をお願いしておりますが、足腰弱っていらっしゃるような、

ご自身での移動が厳しい方のために予約制のバスを運行する予定としております。 

 続きまして、項番の８、飲物、お土産でございます。資料にございますとおり、プログ

ラム、ペットボトルのお茶、和菓子を入場時に配布することとしております。 

 続きまして、項番の９、周知についてです。会場や実施方法が変更になるため、招待状

をお送りする段階で変更点をご認識いただけるような体裁にしたほうがよいとの認識の下、

準備を進めております。また、広報千代田で３回にわたって周知をいたしますほか、区の

ホームページでの周知、あんしんセンター、相談センター、高齢者活動センター、社会福

祉協議会、民生・児童委員など、高齢者の方との接点を持つ関係機関に声かけのご協力を

お願いする予定でございます。 

 項番の１０、今後のスケジュールでございます。資料にございますとおり、今月中に申

込みのご案内を発送し、８月下旬に座席の申込みの締切り、９月上旬に座席のチケットを

発送するスケジュールで準備を進めているところでございます。 

 ご説明は以上でございます。 

○西岡委員長 説明が終わりました。委員からの質疑を受けます。 
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○白川委員 一つだけ教えてください。席はどうやって決めますか。 

○佐藤福祉総務課長 一旦お申し込みをいただいた件数のお申し込みを集約しまして、席

を事業者のほうで割振りをしまして、席を決めさせていただいた上でチケットをお送りす

る予定としております。 

○西岡委員長 牛尾委員。 

○牛尾委員 ちょっと関連ですけれども、これまでは大体町会ごとに来ていただいて、町

会ごとに座るじゃないですか。今回も席を決める際は町会ごとにするのか、それとももう

ばらばらになっちゃうのか、そこはどうなんですか。 

○佐藤福祉総務課長 地域ごとにお座りになりたい、従来どおりの地域でのまとまった中

での着席というのは、婦人部の皆様からもご要望を頂戴しているところでございます。今

回このやり方を取るのが初めてでございますので、お申し込みが個人の方、それと少しグ

ループのお申し込みにも対応していく予定でございますので、そういった中での割り振り

がどのような状況になるかというのは、ちょっと今の段階ではっきり申し上げられません

ので、事業者と相談の上、なるべく地域の方が一緒に座っていただけるような配慮ができ

るようでしたら対応させていただきたいと考えております。 

○牛尾委員 あと、これ、私もいろいろ言われているんですけれども、これまでは皆さん

町会ごとにバスに乗って、区の職員の方も大変で付き添いながらやっていただいているん

ですけれども、今回、原則公共交通機関ということで個々ばらばらになっちゃいますよね。

送迎バスも運行すると、足腰不自由な方にはね。そういったことですけど、送迎バスは大

体どんなイメージで、１台で回るのか、それとも何台か予約して町会ごとにどうぞという

ふうにするのか、そこはどうなんですか。 

○佐藤福祉総務課長 バスにつきましては、ルートとしては例年とほぼ変わりがない状況

です。会場も変わりますし、若干の見直しをさせていただいておりますし、本数もやや少

なくはなりますが、風ぐるまのバス停等を利用しながら、お申し込みをいただいた方につ

いてピックアップをして会場までお連れするという方法で考えております。 

○牛尾委員 ということは、大体希望する方が多数いても対応できるような台数を確保す

るということでよろしいんですかね。 

○佐藤福祉総務課長 台数については契約の段階で決まってしまいますので、あとは複数

の台数のやりくり、早く到着した便がもう一度回るですとか、ちょっとやりくりの中で対

応していく予定でおります。 

○西岡委員長 池田委員。 

○池田委員 ３部で分けられていますけれども、地区ごとに少し分散をされていますが、

おおよそこの割当てというのは平均した人数になるというのを想定しているんですか。 

○佐藤福祉総務課長 この割振りの元になっておりますのは、令和４年度の来場者数でご

ざいます。令和４年度、この割振りで試算をいたしましたときに、１回目は５２４人、２

回目は５０８人、３回目は５１７人ということでございますので、大体５００人台でそろ

うということでこの割振りとさせていただきました。 

○池田委員 これ、今までは付添いの方とかも来場されて、中に入って一緒に観覧ができ

たと思うんですけれども、今回このように座席が決まっていてなかなか入りづらいのかな

と思うんですが、その辺りの対応はいかがなんですか。 
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○佐藤福祉総務課長 例年ですと座席にゆとりがございましたので、１階が対象者の方、

２階が付添いや婦人部の方というふうに上手にすみ分けることができておりました。ただ、

今回は８８０席程度ということですので、予定している今の想定の５００人より超えてた

くさんの方がお申し込みいただくような場合もあろうかと思います。それですので、一旦

は座席に着席いただくのは対象者の方ということにさせていただき、当日、余剰の席が見

込まれる場合には後方の席のご案内ですとか、あとはホールの共用部のところに場内の様

子を放映できるように今交渉をしておりますので、ロビーで見ていただくというような方

法も取れるように検討してまいりたいと考えております。 

○西岡委員長 ほかにございますか。 

○えごし委員 すみません。確認なんですが、区の委託事業者に申込みも任せているとい

うことなので、例えば、区役所に何か申込みの形でご相談に来ても、そこでは対応できな

いということでよろしいですか。 

○佐藤福祉総務課長 ご相談の内容によるかと思いますけれども、正確に受け付けができ

るということで事業者をご案内する場合もあるかと思いますし、区のほうで対応できる場

合にはなるべく丁寧に対応してまいりたいと考えております。 

○えごし委員 すみません。申込み自体はその役所のほうでできるのかというのは、それ

はできないということでよろしいですか。 

○佐藤福祉総務課長 申込みにつきましては統一的に取扱いをさせていただければと思い

ます。 

○えごし委員 はい、分かりました。 

 あと、周知で申込案内で変更点を明確にお伝えするとあったんですけれども、これは例

えば館内の地図みたいなものも一緒に送付されたりするのかというのはどうでしょうか。 

○佐藤福祉総務課長 どちらかといいますと、申込みが必要になったということですとか、

座席が決まってしまいますということ、あとは会場がそもそも変わるんですということを

明確にお伝えするという意味で、その注意喚起ができるような周知、案内書の段階では考

えているということでございまして、館内の例えば座席の位置等につきましては、ちょっ

と今できるかどうかははっきり申し上げられませんが、チケットをお送りするときに場内

の地図があったほうがよろしいのかなというふうに今考えております。 

○えごし委員 初めての場所ということで、また１１階ということなので、例えばこの１

階から入ってエレベーターどこで昇るとか、ちょっと簡単なそういう地図とかがあれば、

初めての方もちょっとそれを見ていれば安心するかなというか、どういうところ、インタ

ーネットとかで見たら書いてあるのかもしれないんですけれども、そういうほうがちょっ

と丁寧かなと思ったので、できればよろしくお願いいたします。 

○佐藤福祉総務課長 ご質問のご趣旨は会場へのアクセスということかと思いますので、

丁寧に対応してまいりたいと思います。 

○西岡委員長 ほかにございませんか。 

○おのでら副委員長 座席数、申込多数の場合は抽せんということなんですが、８８０人

の定員に対して去年でしたら５００何人ということで、抽せんになる可能性ってあんまり

考えていらっしゃらないかもしれないんですけど、万が一抽せんになってしまった場合、

例えば、ほかの日程のところが空いていた場合に、その日程をご案内されるとか、そうい
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った可能性というのはありますか。 

○佐藤福祉総務課長 今ご指摘いただきました申込者数が座席数を上回るということは一

番懸念しているところでございます。もし他の日程で空きがございまして、ご本人の方も

例えば協力していただけるということであれば、他の会をご案内することも考えておりま

す。 

○西岡委員長 よろしいですね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○西岡委員長 はい。それでは、（１）令和５年度敬老会の実施について質疑を終了いた

します。 

 次に、（２）（仮称）神田錦町三丁目施設整備について、理事者からの説明を求めます。

○清水障害者福祉課長 （仮称）神田錦町三丁目施設整備について、本施設は高齢者施設

と障害者支援施設を整備するもののため、高齢介護課と障害者福祉課の２課で担当してお

ります。本日は、私、障害者福祉課長から、間もなく本施設の整備事業者、いわゆるＤＢ

Ｏ事業者を公募いたしますので、そのご報告をさせていただきます。 

 保健福祉部資料２に基づいてご説明いたします。 

 初めに、これまでの経緯についてご説明いたします。千代田区では、人口増加に伴い、

障害等のある方や介護の必要な高齢の方の人口増加が見込まれ、今後を見据えた障害者支

援施設及び高齢者施設の整備が喫緊の課題となっています。そのような状況の中で、平成

２８年２月に「障害者施設施策及び組織の拡充を求める陳情」が区議会に提出されまして、

その後、平成２９年３月区議会で「障害者施設の増設を求める決議」が全会一致で可決さ

れました。その後、障害者と高齢者の施設を整備する場所として、旧千代田保健所跡地を

計画地とし、令和２年３月に「（仮称）神田錦町三丁目福祉施設整備基本計画」を策定い

たしました。令和４年１月には整備に先行して福祉施設運営予定者を選定し、障害者支援

施設は社会福祉法人平成会、区内の特別養護老人ホーム、グループホームのザ番町ハウス

の運営事業者でございます。高齢者施設は社会福祉法人新生寿会、区内でグループホーム、

ジロール麹町、ジロール神田佐久間町の運営事業者でございます。こちらの２法人が選定

されました。選定した運営予定者の意見も踏まえまして、令和５年１月に具体的な施設整

備の指針となる「（仮称）神田錦町三丁目施設整備実施計画」を策定し、４月には「（仮

称）神田錦町三丁目施設整備等業務実施方針」を公表いたしました。令和２年の基本計画

策定後、住民説明会の開催、障害者支援協議会及び介護保険運営協議会に諮りながら、ま

た、地元連合町会長会議での説明など、ご意見を頂きながら丁寧に進めてまいりました。 

 次に、整備手法についてご説明いたします。本施設は、障害者支援施設、高齢者施設に

加えて、地域交流機能を有する共用施設を計画していることから、民間の専門的なノウハ

ウを活用し、設計、建設、維持管理を民間事業者に一括して発注する事業手法を採用いた

しました。本施設は計画地に既存施設が残存していますので、解体業務についても本事業

に含め実施いたします。 

 施設計画概要といたしましては別紙をご覧ください。 

 整備の計画地は神田錦町三丁目１０番地の旧千代田保健所跡地でございます。敷地面積

が６９５.１平方メートル、建蔽率８０％、容積率６００％となってございます。 

 機能構成について簡単にご説明いたします。建物は地上８階建てを予定しており、６階
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から８階を高齢者施設、３階から５階を障害者支援施設、１～２階を地域交流機能として

整備いたします。高齢者施設では、認知症対応型のグループホーム、看護小規模多機能型

居宅介護、訪問看護ステーション事業を実施する予定です。障害者支援施設は、日中サー

ビス支援型のグループホーム、ショートステイ、そして就労継続支援Ｂ型、移動支援、障

害者よろず相談、障害者就労支援センター事業を実施する予定でございます。障害者よろ

ず相談は、現在のパレスサイドビルから移転し、障害者就労支援センターにつきましても、

現在、区役所３階から移転の予定でございます。 

 障害者支援施設及び高齢者施設の概要につきましては、公表しております実施計画でも

ご説明しておりますので、ご覧いただければと存じます。 

 地域交流機能はＤＢＯ事業者選定の際の提案で事業内容が決まりますが、新たなにぎわ

いや交流を創出するとともに、障害者、高齢者福祉の増進に資することを条件といたしま

して、地域住民にも利用しやすく親しみやすい開かれた空間とする予定でございます。な

お、地域交流機能部分は、災害時には福祉避難所の開設を予定してございます。 

 資料を戻りまして、最後に今後の予定でございますが、令和５年７月中旬に募集要項の

公表を予定してございます。令和６年１月に整備等事業者、ＤＢＯ事業者を決定し、３月

に工事請負契約締結の議案を提出させていただく予定でございますが、事業者が決まりま

したら住民説明会を開催する予定でございます。その後、既存施設解体工事及び新規施設

設計を開始いたします。令和７年度は新規施設建設工事に着手し、令和８年度開設の予定

でございます。 

 ご説明は以上です。 

○西岡委員長 説明が終わりました。委員からの質疑を受けます。 

○富山委員 千代田内はグループホームなどが少ないという声を頂くとともに、私のとこ

ろには、収入が少ない世帯が多いと言われている高齢者や障害者世帯にとっては家賃など

が高いという声も頂きます。今回の施設は生活介護や短期入所など家賃を支払うような滞

在期間を伴う施設は見込まれていないということでしょうか。 

 そしてもう一つ、就労継続支援Ｂ型やモフカの障害者よろず相談などが移転するという

ことですが、現在３階にある就労支援やよろず相談などの跡地はどうなるか、予定は立て

られていらっしゃいますでしょうか、お願いいたします。 

○清水障害者福祉課長 グループホームにつきましては、区内に現在３か所ございます。

少ないというお声は聞いておりまして、そこのところで、今回、錦町のほうに整備するも

のでございます。グループホームは滞在型ですね、ショートステイは短期のご利用になり

ますが、グループホームにつきましては滞在していただくものでございます。今回の日中

サービス支援型というのも短期のものではございませんで、皆様、親亡き後のこと、ずっ

と滞在できるもののご希望が多いところもございまして、日中サービス支援型のグループ

ホームを設置する予定でございます。 

 ご利用料金につきましては、やはり障害年金で賄える料金設定にしてほしいというお声

は伺っております。そこのところ、今後、家賃をどのぐらいにするかというところは、民

営で実施いたしますので、運営する法人等と協議しながら料金設定はしていく予定でござ

います。あと、（「跡地」と呼ぶ者あり）跡地ですね。３階とよろず相談の跡地でござい

ますが、まず、よろず相談のほうは、今あそこの場所を借りているものでございまして、
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そこのところは特に何か利用するというものではなく、賃貸借契約を継続しないというよ

うな形になります。３階は職員のいる執務室のスペースでございますので、そこのところ

を何かほかの、例えば事業者さんに入っていただくというような、そういった予定はござ

いません。 

○富山委員 ありがとうございます。 

○西岡委員長 牛尾委員。 

○牛尾委員 これ、前の保健福祉委員会かな、でも様々議論になっているようですけれど

も、まず、その中の一つ地域交流室について、どういったものになるのかというのがなか

なかイメージが湧かないみたいなやり取りがされておりますけれども、先ほどの説明で、

にぎわい、交流、それができるものと。あと地域の方にも利用していただくということで

すけれども、あとは何かあった場合には福祉避難所になるということをおっしゃっていま

したけれども、区として具体的にどんなイメージを持ってその事業者さんにやってもらお

うというのは何かあるんですか、このにぎわいとかじゃなくて、具体的に何か。 

○小原高齢介護課長 １月の常任委員会のほうでもご報告させていただきましたが、今回

の要求水準等、事業者募集のところにも記載させていただいているんですけれども、基本

的には、この手法自体が従来型の区が何を造るというのを決めて設置、建設するというも

のではなく、事業者提案という形での手法になってございますので、イメージとしては、

正直ベース、初めのところは特に事業者からの提案というものがあったんですけれども、

その中で、漠然とどんなものを逆に事業者から提案したらいいか難しいということもあり

ましたので、区としては福祉的な、障害者あるいは高齢者福祉の増進に資する、関連する

施設の提案ということで、機能ということで募集をしているところでございます。具体的

に区がイメージしているというのは漠然としているんですけれども、それぐらいしかなく

て、逆にその提案を受けて、今、選定委員会を設置していますけれども、その中でよりい

い提案を選定するということを考えてございます。 

○牛尾委員 もうちょっと具体的に何かイメージを持ってやられたほうがいいんじゃない

かな。説明会の中でも、ここが必要なのかという話もあったじゃないですか。ここをなく

せば低くできるんじゃないかというようなご意見も住民の方からありましたけれども、せ

っかくこういう交流スペースを造るんであるならば、もうちょっと、こう、イメージを豊

かにして利用してもらう。じゃないと、本当に造ったけれどもなかなか使われなかったと

いうことになると、何のためにここを設けたんだということにもなりますから、そこはし

っかりビジョンを持ってやっていただければと思いますので、そこは要望なんでしっかり

受け止めていただければと思います。 

 いま一つ、今回ＤＢＯ方式で設計、建築、維持管理を民間事業者に一括して発注をする

と。で、もう運営事業者は決まっていると。問題は運営する事業者の方々が使いやすい、

要するに使いやすい設計になっているのか、維持管理もその運営事業者の方々が運営しや

すいような維持管理になるのか、ここが問題だと思うんですけれども、そこの何というの

かな、連携というのかな、そういうのはどうなんですかね。 

○小原高齢介護課長 そうですね、運営事業者については、今、牛尾委員からご質問があ

りましたけれども、先に高齢者と障害者の運営事業者を決めています。というのは、決め

たことによって、これからＤＢＯ事業者が決まったときに意見をまさに反映できるという
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ことで、先に選定させていただいています。決まり次第、今も運営事業者と区のほうで協

議をしていますし、全てが全て１００％対応できる部分ではないんですけれども、意見と

しては運営事業者の使い勝手も含めて、そういう形で検討はさせていただいています。具

体的にはＤＢＯ事業者が決まりましたらまた詰めていくということになると思います。 

○牛尾委員 これは、例えば出来上がった後、もう維持管理をお任せするわけでしょう、

この事業者に。じゃあその後もその運営事業者と維持管理をする事業者の間で連携してや

っていける体制を取っていくということでよろしいですかね。 

○小原高齢介護課長 牛尾委員がおっしゃったとおり、令和５年度の予算のときに債務負

担行為を議決していただいて、令和６年度から１８年度までということで、開設８年度を

予定していますけれども、それから１０年間は基本的には運営事業者あるいはＤＢＯ事業

者も同じような形で継続させていただくということで、その中で、あと条件としては、区

もＤＢＯ事業者、あるいは運営事業者も含めた連携の体制というんですかね、その辺もま

だ協定になるのか契約になるのか、契約という形はならないと思うんですけれども、その

関係者の協議会的なものも、会議体というんですかね、それを作りながら運営していくと

いうことを考えてございます。 

○牛尾委員 はい、分かりました。 

○西岡委員長 池田委員。 

○池田委員 別紙のほうで２番の機能構成、今まで左側の階層だけだったんですが、今回

内訳の詳細が出てきたような気がしまして、障害者支援施設のほうの３階で就労支援のＢ

型とありますけれども、これどんな職種なのか、もし分かっていたらご説明ください。 

○清水障害者福祉課長 施設の機能、規模につきまして、昨年の９月に常任でもご報告さ

せていただいておりまして、１月の報告で実施計画の中でもご説明させていただいている

ところでございます。就労支援Ｂ型につきましては、水耕栽培ですね、そういったものを

実施する予定というふうに、このグループホーム等を運営する事業者が、こちらの就労継

続支援Ｂ型のほうも一緒に運営を予定することになっておりまして、そちらのほうで水耕

栽培をメインとした事業を実施するというふうに聞いております。 

○池田委員 ありがとうございました。 

 それで、先ほど富山委員からも指摘があったんですけれども、この庁舎の３階の就労支

援センター、移転をされるということなんですけれども、そうすると、区役所の中では相

談窓口がなくなるということなんでしょうか。 

○清水障害者福祉課長 就労支援センター機能は錦町のほうに移ります。具体的な相談と

いうのはやはり錦町のほうで対応する形になりますが、障害者福祉課といたしましても、

できるところまではご相談に応じて、就労支援センターと連携しながら対応してまいりた

いと考えております。 

○西岡委員長 ほかにございますか。 

○はまもり委員 障害者支援施設のところですね。日中サービス支援型共同生活援助のと

ころはどれぐらいの定員数を見込んでいるのか教えてください。 

○清水障害者福祉課長 男女各１０名で２０名の予定でございます。 

○はまもり委員 今、区内でそういった施設を要望されている方がどれぐらいいて、全体

としてどれぐらい賄えているのかというのが分かれば、教えてください。 
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○清水障害者福祉課長 現在、区民でグループホームをご利用されている方が１６名でご

ざいます。そうですね、都内で１６名、都外で４名の計２０名となっております。そのう

ち区内で７名の方が都内のグループホームをご利用いただいております。今回、障害福祉

プランの策定に向けてアンケートを取りましたところ、将来、入所施設を希望したいとい

うご希望が３０名ほど、もちろんこちらアンケートの回答をされなかった方でそういう方

もいらっしゃるかとは思いますが、３０名程度いらっしゃるということが確認できており

ます。そのうち１０年以内に利用したいという方が１０名弱というところでございます。 

○はまもり委員 ありがとうございます。 

 今回の件は、本当に皆さんが望んで期待している施設となると思いますが、そういう意

味で、今後の状況を常に見ていただいていると思いますけれども、ぜひ今後の拡大といっ

たところも踏まえて状況を検討していただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

○清水障害者福祉課長 今申し上げましたのが、こちらのグループホーム対象を知的障害

者としておりまして、その知的障害者の人数を申し上げたところでございます。そうです

ね、現在ですと、やはり２０名には、令和８年度開設して、すぐには全入居が埋まるかど

うかというところもございまして、そこのところはショートステイと使い分けといいます

か、そういったところを流動的に対応していく予定でございまして、その後、そうですね、

利用の需要を確認しながら、そこのところの拡大を考えていきたいと思います。 

○はまもり委員 ありがとうございます。状況は理解しました。 

 今後のところで、もしこういった資料を出すときには、利用のニーズといったものが区

内でどれぐらいあるのか、今どれぐらい賄えているのか、ある意味余っているのか足りな

いのかみたいなところも資料に今後入れていっていただければと思いますが、よろしいで

しょうか。 

○西岡委員長 そういう流動的な数字だけど、できますか。 

○はまもり委員 難しいですか。 

○西岡委員長 どうしますか。障害者福祉課長。 

○清水障害者福祉課長 いつ時点でというような数字は出せるとは思います。今回はＤＢ

Ｏ事業者の公募の件でご説明というところがメインでございましたので、ちょっとその機

能のところについての詳細というのは今回ご説明の中に入れておりませんでしたが、そう

いったご説明のときにはご参考となる数字というのは出していきたいと考えております。

○はまもり委員 お願いします。 

○牛尾委員 この施設については近隣住民の方からも様々なご要望等があったと思うんで

すけれども、大体区の印象として、近隣住民の方々には受け入れられているという認識で

よろしいんですかね。 

○清水障害者福祉課長 これまでも住民説明会以外にも近隣の住民の方たちと意見交換を

しながら進めてまいりました。その中で様々ご意見は頂いておりますが、一定程度ご理解

をいただいて進めていると区のほうでは認識してございます。 

○西岡委員長 牛尾委員。 

○牛尾委員 ＤＢＯで設計、建築、維持管理、民間事業者に任せるということになるんで

すけれども、やはり出来上がったものが住民の方々がイメージしたものとは違ったという

ふうになっちゃうと、これはこれでまた問題なんで、しっかり近隣住民の方、利用者の方
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の意向も、こういった設計なんかにも取り入れられるような仕組みもぜひ検討していただ

ければと思いますんで、そこはいかがですかね。 

○小原高齢介護課長 先ほど冒頭の資料の説明でもございましたが、来年の１月に整備事

業者が決定する予定でございます。決定した後、住民説明会を開催させていただく予定で

すので、その中で、また可能な範囲でのご要望に対する対応というんですかね、そこにつ

いては対応させていただければと思ってございます。 

○西岡委員長 ほかにございますか。 

○白川委員 １点だけ、ここ、さっき神田保健所跡とおっしゃったと思うんですが、神田

警察では。違うんですか。 

○小原高齢介護課長 もともと神田保健所と麹町保健所というのが昔なんですけれどもあ

りまして、その後に千代田保健所ということで、今回の建設予定地に。で、千代田保健所

は今の九段下のほうに移転しましたので、その後に神田警察の仮庁舎に、委員ご指摘のと

おり貸していました。それがもう出てしまったので、区として何かしら財産の活用という

ことで検討した結果、先ほどの、これも繰り返しになってしまうんですけれども、陳情あ

るいは区議会からの全会一致でのという形も踏まえて、執行機関としては障害者福祉施設

を中心に施設整備をしていくというような流れで現在に至っているということでございま

す。 

○白川委員 だったら、分かりました。場所は一致しました。それで、この辺の道って、

私もよく歩きますが、前に人が通るともう追い越せないというかなり狭い道で、バリアフ

リーの観点からは全くその周りの環境がよくないなという懸念があります。地下鉄からあ

る程度の距離があるので、ここの駅からのバリアフリーについては大丈夫でしょうか。 

○小原高齢介護課長 すみません。基本的には、この施設、神田警察通りという一方通行

の広い道に面しているということと、委員ご指摘のとおり、ほかの３面については狭い道

ではあるんですけれども、バリアフリーの整備についてはこの施設のために整備するとい

うよりも、まちづくり全体の中で検討していくのかなという認識でございますので、ただ、

利用者等に関しても、開設した際には何かしらの対応というのは、入り口等は対応できる

と思うんですけれども、いわゆる通路、道路についてはなかなかこの施設整備の中では難

しいのかなというふうに認識してございます。 

○西岡委員長 環まちの部分もあるので、答えられる範囲で大丈夫です、高齢介護課長。 

 ほかにありますか。よろしいですか。 

 あと、ごめんなさい、私から。４～５階の機能についてなんですけど、これはショート

ステイという中では、医療的ケア児とか０～２歳の乳幼児とか、そういうところは受け入

れられないんでしたっけ、全く。どうでしたっけ。 

○清水障害者福祉課長 運営法人のほうで医療的な対応も検討しておりまして、なるべく

受け入れられる方向で進めていきたいと、今、検討中でございます。 

○西岡委員長 まさにこの文教福祉委員会、せっかく子ども部と一緒になっているんで、

０～２歳に関しても、医療的ケア児も、子ども部さんとぜひ連携を取って、まさにこれ象

徴的だと思うので、この委員会の、ぜひそこはしっかりと連携してください。お願いいた

します。子ども部と保健福祉部のほうでよろしくお願いします。 

 ほかにありますか。よろしいですかね。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○西岡委員長 はい。それでは、（２）（仮称）神田錦町三丁目施設整備について質疑を

終了いたします。 

 次に、（３）令和５年度熱中症予防対策について、理事者からの説明を求めます。 

○大谷地域保健課長 令和５年度熱中症予防対策について、保健福祉部資料３に基づきご

説明をいたします。 

 項番１の目的及び取組方針のほうをご覧ください。今年度も、もう既に暑くなってきて

おります。このように気温上昇による熱中症等の健康被害を防止するため、特に熱中症の

危険度の高い高齢者を中心に予防対策を推進してきてございます。令和５年度はひと涼み

スポットの拡充や新型コロナウイルス感染拡大に伴い中止しておりました見守り・声かけ

運動を再開いたしますので、改めて全体の取組をご報告させていただきます。 

 項番２の主な実施内容のほうをご覧ください。大まかに四つに区分けしてお示ししてご

ざいます。 

 （１）高齢者熱中症予防訪問でございます。こちらは見守りが少なくリスクが高いと思

われる高齢者に対し、看護師や出張所の職員が戸別訪問を行いまして、助言や体調確認を

行い、リスクが高いと判断した場合は継続支援を行っております。今年度は７月の４日か

ら訪問のほうを開始してございます。 

 ①にありますように、対象者は介護保険サービスを利用していない方であって、８５歳

から８９歳の独居または高齢者のみの世帯、９０歳以上の方となってございます。訪問対

象者及び訪問者数については、そこに記載のとおり９０歳以上の方が徐々に多くなってき

ている状況でございまして、延べ訪問数も増加傾向にございます。 

 続きまして、（２）の地域における熱中症予防見守り・声かけ運動でございます。こち

ら再開してございます。コロナ禍であった令和２年から４年度までその活動を休止してお

りました。この活動自体は、民生・児童委員の方や千代田区婦人団体協議会を通じて、高

齢者や障害者などの要配慮者の方に対しまして実施していただいているものでございます。

訪問や町会等に啓発品を配布してございます。コロナ前の活動といたしましては、訪問が

およそ８００人程度、啓発品は１,８００個ほど配布させていただいてございます。 

 （３）ひと涼みスポットの設置拡充でございます。こちらはまちを歩いている最中にひ

と涼みできるような場所のことでございまして、冷房の効いた公共施設などのスペースを

活用して休憩や水分補給を行っていただいて熱中症予防の正しい知識の啓発を行っていく

というものでございます。こちらの設置期間は、令和５年度につきましては６月下旬から

９月の上旬となってございます。 

 配布物はそこに写真を添付しておりますが、記載のとおりでして、うちわですとかチラ

シ、ひと涼みスポットのマップであるとか、塩飴、経口補水液等でございます。 

 別紙でひと涼みマップというものをおつけしてございます。このひと涼みマップなんで

すけれども、令和５年度は区内公共施設が２２か所ございます。民間施設１４か所、合計

３６か所でございます。年々少しずつではありますが増加している傾向にございます。マ

ップの裏面を見ていただけると、民間施設についてはオレンジ色のひと涼みスポット協力

団体というところにございまして、薬局が多くなっているところでございます。現在ここ

に掲示されているスポットなんですけれども、そのほかに１か所協議している場所がござ



令和 5年 7月 7日 文教福祉委員会（未定稿） 

 １９ 

いまして、合計で３７か所に、今年度、なる予定でございます。 

 それでは、資料の裏面のほうをご覧ください。その他でございます。その他のところ、

予防周知の啓発についてはいろいろな手段を用いましてやってございますので、説明は割

愛させていただいております。 

 ②の熱中症予防啓発配布のイベントですが、今年は７月の１２日の水曜日、区民ホール

での実施を予定しているところでございます。 

 ③熱中症の警報の情報発信でございます。米印のところをご覧いただくと分かりますが、

暑さ指数が３３を超えると予測したときに熱中症警戒アラートというものが発表されます。

それが発表されましたら、安全・安心メールと、あと区のホームページを通じて周知して

いるところでございます。こちらの発表回数も年々増加傾向になってございます。 

 参考までに④のところに熱中症による救急搬送者数の方を記載してございます。令和４

年度は７６人とやっぱり多くなってございまして、そのうち区民の方は５名というふうな

ところで、区民の方の搬送者数については令和３年度と比較して特段変更はございません。

令和５年度につきまして、もう既に１３名程度、管内３消防署の合計の搬送はございます

が、区民の方は今１名というところの状況でございます。引き続き熱中症に伴う健康被害

の防止に向けて努めてまいります。 

 説明は以上です。 

○西岡委員長 説明が終わりました。委員からの質疑を受けます。 

○牛尾委員 参考に、昨年度の区民５人の方というのは、大体どういう状況で搬送された

かというのは分かるんですか。 

○大谷地域保健課長 搬送者数のご報告は頂いているところなんですが、具体的な内容に

ついては情報等はございません。ただ、お亡くなりになったというような情報は頂いてい

ないところでございます。 

○牛尾委員 もちろん、外で作業されていて熱中症になるとかいう方もいらっしゃると思

うんですけれど、高齢者の方なんかは家の中にいても、例えばエアコンをつけずに過ごし

ていて熱中症になっちゃったとかいうことは全国のニュースなんかでも言われているんで

すけれども、例えば、今、電気代が上がっているじゃないですか。冬でも暖房を我慢して

着込んで過ごしていらっしゃったという方もいらっしゃったんですけれど、夏はそういう

わけにはいかないですよね。そういったご相談というかな、電気代がかかってなかなかエ

アコンをつけたいけれども気にしちゃってつけられないという方もいらっしゃると思うん

で、そこはちょっと丁寧に、特に所得の大変な方々には、ご相談かな、乗っていただけれ

ばと思うんですけれども、そこはよろしくお願いしたいと思いますが。 

○大谷地域保健課長 やはりアラートが出たときなんかは昼夜を問わずにエアコンを使っ

ていただきたいというところでもございますので、そこは丁寧にご相談に乗って、必要な

相談場所に、部門に連携していくというところも取り組んでいるところでございます。 

○牛尾委員 あと、表面のひと涼みスポット、設置期間が９月の上旬までとなっています

けれども、最近は９月上旬過ぎても暑い日が続くということもありますので、ここは柔軟

に９月中旬、下旬も暑い日が続くようでしたら、こうしたものも延長していただくという

ことでご対応いただければと思いますんで。 

○大谷地域保健課長 はい。おっしゃるとおり、今年も６月の上旬にはもう暑かったとい
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うような実情もございます。ただ、公共施設については多少期間延長することも可能とは

思いますが、民間については協議が必要というところもありますので、今年度のところは

この期間でできればというふうに考えてございます。 

○牛尾委員 はい。 

○西岡委員長 富山委員。 

○富山委員 （２）番の熱中症予防見守り・声かけ運動についてお伺いしますけれども、

こちら区の事業では対象とならない高齢者や障害者等の要配慮者に対してとなっておりま

すが、例えば、どういった、区の事業では対象にならない方を想定されていらっしゃいま

すか。 

○大谷地域保健課長 例えば、介護保険サービスを受けていない方であって、私たちの訪

問対象としていない、高齢者の熱中症予防訪問の対象となっていない方を想定しておりま

す。 

○富山委員 それでしたら、千代田区民の介護保険サービスを利用されていない方が訪問

で８００いらっしゃって、啓発品は１,８００とおっしゃっていたような気がするんです

が、そんなに多くいらっしゃるということでしょうか。 

○大谷地域保健課長 地域におけるこの熱中症の見守り訪問なんですけれども、延べの人

数となってございます。ちょっと多少実については、各委員さんの負担にもなるので情報

として頂いていないところでございます。 

○富山委員 分かりました。ありがとうございます。 

○西岡委員長 はまもり委員。 

○はまもり委員 （４）の④のところなんですけれども、令和３年度は対象の日付が７月

から９月になっていますが、６月からで見ると令和４年度と変わりないような状況ですか、

ここの実数は分かりますか。 

○大谷地域保健課長 失礼いたしました。救急搬送者の情報を消防署から頂くものが、令

和３年度につきましては７月分からしか頂けなかったというところで、６月分を足し上げ

ますと、もしかしたら７６に近い数字だったかと思います。こちらについては連携の中で

この期間というところで頂いているものですので、申し訳ございませんが、ご了承くださ

い。 

○はまもり委員 はい、分かりました。 

 区民のところで熱中症救急搬送者数がありますけれども、こちらで搬送された方という

のは、その当時の見守りの対象者であったかどうかって分かりますか。 

○大谷地域保健課長 搬送されたということは情報として頂けますが、その個人情報につ

いては頂けないので、申し訳ございませんが、分かりません。 

○はまもり委員 分かりました。 

○西岡委員長 えごし委員。 

○えごし委員 ２番の予防訪問のところで、される方が看護師や出張所職員と書いてあり

ますけれども、これ割合的な部分は、例えば出張所職員の方が行くほうが多いのか、看護

師の方が行くほうが多いのかとか、そういうのは分かりますか。 

○大谷地域保健課長 すみません、説明が不足しておりました。 

 対象者の中のイのほう、介護保険サービスを利用していない９０歳以上の方、こちらが
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出張所の職員が行く訪問となってございます。アのほうが看護師が行く訪問となってござ

います。それで、イの９０歳以上の方であっても、熱中症のリスクが高くて、やはり医療

職による訪問が妥当だというふうな判断があった場合には看護師が行くようなスキームに

なってございます。９０歳以上の方へ出張所職員が行くというのは、もともと高齢者の見

守り訪問というのを出張所の職員が行っておりますので、それと併せて行っていただいて、

必要者をつないでいただくような形を取ってございます。こちらの比率的には、この年齢

構成と同じような比率になっているかと存じます。 

○えごし委員 看護師の方であればすごい安心ではあるんですけれども、ぜひ、出張所職

員の方が行かれる際は、やっぱり熱中症予防に関する正しい知識とか、啓発という部分も

含まれていると思いますし、あと、本当にそういう熱中症になっていないかというのを確

認する上でも、例えば、何か最近テレビとかでも頭痛とか以外にも腹痛とか下痢の症状で

も熱中症になっている方がいるとかというのもしていますので、何か行かれる出張所の方

もしっかりと正しい熱中症の知識、また普通に元気ですかとか、確認だけじゃなくて、ち

ゃんとそういう熱中症になっていないかとか、確認できるような知識を得る機会というか、

教えてあげるような、出張所で回られる方に対して、そういう機会もぜひしっかりとして

いただきたいなというふうに思いますが、いかがですか。 

○大谷地域保健課長 熱中症のこの訪問をしていただくに当たって、配布物であるとかと

いうのもきちんとお渡しして、その資料を読み込んでいただいて訪問する形となってござ

います。もっと知識が必要というような声が上がるようでしたら、そのようなことも検討

してまいりたいと考えてございます。 

○えごし委員 ぜひよろしくお願いします。 

 あと１点だけ、２番の（２）で、地域における熱中症予防見守り、これは児童委員の方

とか婦人団体の方に事業の対象とならない方に対して行っていただくという形なんですが、

例えば、児童委員の方が行かれた情報と、（１）番で区の看護師や出張所の職員が行かれ

た方の情報というのは共有というのはされているんでしょうか。 

○大谷地域保健課長 民生・児童委員の方や町会の方がご訪問に行って気になるという場

合には地域保健課のほうに情報を頂くこととなってございますので、その中で必要者につ

いては、また保健所のほうの訪問につなげるというようなこともございますし、高齢者で

あってもっと体力が落ちられているということであれば、在宅支援課のほうの相談のほう

であるとか、高齢者のあんしんセンターですか、そちらのほうにおつなぎするというよう

な対応をしてございます。 

○えごし委員 児童委員とか民生委員の方も本当によく回っていただいていますので、例

えば、区の看護師や出張所の方が回られていた情報とかも、もし危ないという情報とかも

あれば、何か回ったときに見かけたときに、いろいろと声かけできたりということもある

かもしれないので、お互いの情報共有というのもしっかりできていれば、さらにしっかり

とお声がけとかも対応できるかなと思うので、その点もぜひよろしくお願いいたします。 

○大谷地域保健課長 訪問した対象者に、民生・児童委員さんであるとか町会の方に情報

提供していいかというご理解が得られましたら情報交換することが可能かと考えてござい

ます。 

○西岡委員長 牛尾委員。 
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○牛尾委員 あと、このひと涼みスポットの協力団体ですけれども、これは何か、まずひ

と涼みスポットというのは外から見て、ここはそうですよというような、例えばのぼりと

か、シール、ポスターなりは設置するんですか。あ、こちらにあるのか、すみません、あ

った。 

○大谷地域保健課長 資料の写真にございます、こののぼり等を掲げさせていただいてお

ります。ただ、施設によっては入った中に置いているところもございますので、そこはそ

の場所場所によって違いが出ているかと思います。 

○牛尾委員 それでこの箇所数なんですけれども、区の施設、あと公の施設はいいと思う

んですけれども、民間のところですね。ここは今後増やしていくという検討ができないも

のなのかなと。郵便局にしてもまだまだほかにも郵便局、いろいろなところがあると思う

んですけれども、あとは薬局にしてもいろいろなところがありますし、コンビニとか、こ

ういったところにもお願いするというのは可能なんですか。 

○大谷地域保健課長 やはりこちらのスポット自体は拡大をしていきたい、拡充をしてい

きたいというふうに考えてございます。ただ、やはり不特定多数の方が入られるというと

ころもございますので、そこに向いているか否かというところは事業者さんの判断もある

かと思いますので、そこがひと涼みスポットとして適するようなところについて働きかけ

はしていきたいというふうに考えてございます。 

○牛尾委員 働きかけ、非常に大事だと思います。ただ、これも民間の方が手を挙げるの

を待つということではなくて、やはりちょっと高齢者の方、ちょっと歩いて休みたいとい

うところに何もなかったという、あとは入りづらいということがあってもよくないんで、

区のほうから積極的に声かけといいますか、お願いをしていくという姿勢はしっかり取っ

ていただきたいと思いますので、そこはよろしくお願いします。 

○大谷地域保健課長 どのような手法で働きかけをしていくかというところは研究させて

いただきたいと考えてございます。 

○牛尾委員 はい。 

○西岡委員長 はまもり委員。 

○はまもり委員 少し関連しますけれども、訪問のほうも、今８５歳から８９歳とか、か

なり高齢の方向けに訪問されていて、例えば、ほかの地域とかで新聞配達の事業者との連

携とかって、そういった見守りもあるというふうに言っていたんですけれども。そういっ

たところの協力検討というのもされていますでしょうか。 

○大谷地域保健課長 今現在のところそういったスキームでの検討はしておりませんが、

在宅支援課等々と協力しながら、様々なスキームで見守っていこうというところで考えて

ございます。 

○西岡委員長 はい。よろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○西岡委員長 はい。それでは、（３）令和５年度熱中症予防対策について質疑を終了い

たします。 

 以上で日程１、報告事項を終わり、日程２、その他に入ります。委員の方から何かござ

いますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○西岡委員長 なしですね。はい。 

 執行機関から何かございますか。 

○亀割子ども部長 特にありません。 

○西岡委員長 はい。 

 最後に、日程３、閉会中の特定事件継続調査事項についてです。閉会中といえども委員

会が開催できるように議長に申し入れたいと思います。よろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○西岡委員長 はい。では、そのようにさせていただきます。 

 以上をもちまして、文教福祉委員会を閉会いたします。お疲れさまでございました。 

午後０時０２分閉会 


